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化学物質の法規制等に
関する説明会

令和８年２月
帯広労働基準監督署



● はじめに

化学物質関連の告示や通達等 →



はじめに

化学物質って何︖
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こんな製品使っていませんか？

•接着剤、シール剤
•吸着剤
•芳香剤、消臭剤
•凍結防止剤
•合金
•消毒剤、害虫駆除剤
•コーティング、塗料、うすめ液、ペイン
トリムーバー
•充填剤、しっくい、粘土
•爆薬
•肥料
•燃料
•表面処理剤（めっき処理剤）
•熱媒
•油圧液
•インク、トナー
•pH調整剤、凝集剤、沈降剤、中和剤

•実験用化学物質
•染色剤、仕上げ剤
•潤滑剤、グリース、剥離剤
•植物保護剤
•化学薬品
•写真現像等に使用する薬品
•研磨剤、コンパウンド
•漂白剤
•洗濯用洗剤、洗浄剤
•硬水軟水化剤
•水処理用化学製品
•溶接剤、はんだ付け製品（フラックス
コーティングまたはフラックスコアを含
む）、フラックス製品
•抽出剤
•防さび剤
•発泡剤
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こんな作業していませんか？

•化学物質の合成、調合、混合
•カレンダー加工
•染色
•散布
•印刷、現像
•スプレー剤の使用（空中分散、表面コー
ティング、接着、つや出し、洗浄、吹き
付け等のための噴霧）
•化学物質を用いた洗浄、清掃、漂白、消
毒、駆除
•化学物質の移し替え、充填、計量、サン
プリング
•ローリング（圧延）
•ブラッシング
•発泡樹脂製造（発泡処理）

•浸漬処理
•圧縮成形、押し出し成形、ペレット化等
を含む成形作業
•油分の塗布、塗り込み
•塗装/塗膜の剥離
•化学物質を用いた修理修復やメンテナン
ス
•製品の切断、冷間圧延、組み立て/分解
•鋳造、溶融固体の使用
•熱間圧延、加熱形成、研削、機械的切断、
掘削、研磨
•溶接、はんだ付け、切削、ろう付け、フ
レーム切断
•金属粉製造
•化学物質を使用した実験
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近年の法改正

これまで管理の対象ではなかった
製品の管理が必要になりました。

7



いままでの化学物質規制の仕組み（個別具体的規制を中心とする規制）

製造・使用等の禁止

特化則･有機則等による

個別具体的な措置義務
ラベル表示
SDS交付
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

義 務

一般的措置義務
※具体的な措置基準なし

ラベル表示
SDS交付
ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

努力義務

674

８
物
質

物
質

物
質

123

数
万
物
質

GHS分類で危険性・有害性に該当しない物質

GHS分類で
危険性・有害性がある物質

許容濃度又は
ばく露限界値が示されている

危険・有害な物質

自主管理が困難で
有害性が高い物質

石 綿 等

発がん性が確認された
物質等を特化則に追加
※2007年以降 29物質追加

 有害性の高い物質に対し、法令で個別具体的な措置義務を規定（特化則や有機則）
 化学物質による休業４日以上の労働災害の約８割は、具体的な措置義務のない物質が原因
 規制されていなかった物質が措置義務対象に追加されると、規制外の物質に変更 → 労働衛生対
策不十分によりばく露して労働災害発生といった状況
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いままでの化学物質規制の仕組み（個別具体的規制を中心とする規制）

特殊健康診断特殊健康診断

作業環境管理重視
・局所排気装置等の性能
・作業環境測定管理区分

などの規制により良好な作業環境を確保。

作業主任者の選任作業主任者の選任

発散源対策発散源対策

・密閉設備
・局所排気装置
・プッシュプル等

掲 示掲 示

作業環境測定作業環境測定
保護具の使用
作業の記録の
保存など

保護具の使用
作業の記録の
保存など

有機溶剤（約50種）

特定化学物質（約70種）

鉛、四アルキル鉛
・
・
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新たに施行された化学物質対策について

ば
く
露
管
理
へ

作
業
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の
み
で
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、
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吸
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護
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等
を
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し
て
、
ば
く
露
を
低
減
す
る
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労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに
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新たに施行された化学物質対策について

 リスクアセスメントの実施※20P参照
 ばく露低減措置
 化学物質災害の発生時対応
 記録、保存、周知
 労働者への教育
 保護具着用管理責任者との連携

化学物質管理者
を選任して事業に関わる化学
物質の自主的管理を行う。

●化学物質管理者は、事業場で行うことに応じて講習を受ける必要があります。

リスクアセスメント対象物
を製造する事業場

上記以外の事業場

講義︓９時間 実習︓３時間

講義︓６時間・・・・・・

・・・・・・
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化学物質管理の最新の動き

1. 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を
設ける（公布後５年以内に政令で定める日に施行）

2. 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、
代替化学名等の通知を認める（代替を認める対象は成分名に限ることとし、
人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない）（令和８年４月１日施
行）

3. 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測
定士等による適正な実施の担保を図る（令和８年１０月１日施行）

 リスクアセスメント対象物は現時点で2,316物質が指定されており、今後（令和
８年４月、令和９年４月）も追加される。

 濃度基準値設定物質は、令和７年10月時点で、176物質となっている。

 皮膚等障害化学物質は、令和７年７月時点で、1,150物質となっている。
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● 労働災害の動向について



労働災害発生状況（帯広署、令和８年１月末時点）

令和７年令和６年令和５年

506
8

555
6

590
7全業種

498549583

79
1

85
1

85
0製造業

788485

死亡
＋
休業

死亡

休業

 死傷災害（死亡災害と休業災害の合計）は年々減少している。

 死亡災害は８件と、直近2年間と比較して増加している

 令和７年の製造業の死亡災害は溺れによる災害であった。

 直近３年間で化学物質等による災害は９件発生している。
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労働災害発生状況（帯広署、令和８年１月末時点）

 作業を中断する際、機械の掃除を行う際は機械を停止しましょう。

 死傷災害事例についてHPに掲載していますのでご確認ください。
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化学物質に係る労働災害発生状況（全国）

 フライヤーの油洗浄をするため、薬品をスポンジに浸してこすって汚れを落と
す作業をしていたところ、手袋着用のみで腕カバーをつけていなかったため、
薬品が袖口から腕に伝わり火傷した。

 午前中に使用した器具を消毒するための消毒液を作る作業で、70 リットルの水
が入ったタンクに次亜塩素酸ソーダを計量カップで 100cc 入れたところ、液が
はねて目に入った。保護眼鏡を着用していなかった。

 工場内で、ドラム缶から薬品（硝酸）をポンプで移していたところ、ポンプの
ゴムホースに小さな穴が開いており漏れた。両足の太もも辺りに火傷を負った。

 床補修工事において、換気が不十分な状態でエンジン研磨機を使用したため、
一酸化炭素中毒となった。

 厨房で料理の仕込みのために、ガスコンロを３口使用したところ、ガスコンロ
の隣に置いてあるカセットガスが爆発した。

 作業場構内において、ガス溶断器を使用してドラム缶の天板を溶断しようとし
たところ、当該ドラム缶が爆発した。

爆発

接触

中毒
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● 新たな化学物質対策について



新たに施行された化学物質対策について

ば
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労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに

18



新たに施行された化学物質対策について
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労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに
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リスクアセスメントの対象となるもの

ラベル表示対象物 ＝ 通知対象物 = リスクアセスメント対象物

 ラベル表示例  ただし、主として「一般消費者の生活
の用に与するためのもの」については
この限りではない。

例）医薬品、農薬、その他一般家庭消費
者が家庭等において私的に使用すること
を目的として製造又は輸入された製品。
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リスクアセスメント対象物質等（令和７年４月１日施行）

 ラベル表示、ＳＤＳ交付、リスクアセスメント対象物が、674物質から2,316物質へ追加されました。
 今後も国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次追加される予定です。

ラベル表示対象物（安衛法第57条） ⇒2,316物質
 譲渡・提供する際に、容器・包装にラベル表示をしなければならない物質

通知対象物（安衛法第57条の２） ⇒2,316物質
 譲渡・提供する際に、相手方にＳＤＳの交付等をしなければならない物質

リスクアセスメント対象物（安衛法第57条の３）⇒2,316物質
 リスクアセスメントを行わなければならない物質
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安全データシート（SDS）

海洋汚染防止法

大気汚染防止法 揮発性有機化合物

１５．適用法令

法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されております。事業場において記載するに当たっては、最新

情報を確認してください。

第４類引火性液体、アルコール類消防法

その他の危険物・引火性液体類

道路法 車両の通行の制限

引火性液体航空法

参考文献

危険物・引火性の物

名称等を表示すべき危険有害物（法第57条、施
行令第18条別表第9）
名称等を通知すべき危険有害物（法第57条の2、

施行令第18条の2別表第9）
リスクアセスメントを実施すべき危険有害物（法
第57条の3）

労働安全衛生法

有害液体物質

引火性液体類

港則法

１６．その他の情報

各データ毎に記載した｡

船舶安全法ラベル表示

急性毒性 経口

経皮

吸入：ガス

吸入：蒸気

吸入：粉じん及びミスト

１１．有害性情報

ラットのLD50値＝6,200 mg/kg、11,500 mg/kg、17,800 mg/kg、

13,700 mg/kg (PATTY (6th, 2012))、15,010 mg/kg、7,000-
11,000 mg/kg (SIDS (2005)) はすべて区分外に該当している。

ウサギのLDLo= 20,000 mg/kg (SIDS (2005)) に基づき区分外と

した。

GHSの定義における液体である。

ラットのLC50＝63,000 ppmV (DFGOT vol.12 (1999))、66,280

ppmV (124.7 mg/L) (SIDS (2005)) のいずれも区分外に該当す

る。なお、被験物質の濃度は飽和蒸気圧濃度、78,026 ppmV

(147.1 mg/L) の90% [70,223 ppmV (132.4 mg/L)]より低い値で
あることから、ppmV を単位とする基準値を用いた。

データ不足のため分類できない。

皮膚腐食性及び刺激性 ウサギに4時間ばく露した試験 (OECD TG 404) において、適用

1および24時間後の紅斑の平均スコアが1.0、その他の時点で

は紅斑及び浮腫の平均スコアは全て0.0であり、「刺激性なし」

の評価SIDS (2005) に基づき、区分外とした。

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 ウサギを用いた2つのDraize試験 (OECD TG 405) において、中

等度の刺激性と評価されている (SIDS (2005))。このうち、1つの

試験では、所見として角膜混濁、虹彩炎、結膜発赤、結膜浮腫
がみられ、第1日の平均スコアが角膜混濁で1以上、結膜発赤

で2以上であり、かつほとんどの所見が7日以内に回復した

(ECETOC TR 48 (2) (1998)) ことから、区分2Bに分類した。

11.有害性情報

15.適用法令
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化学物質管理者の選任

 法令により定められた職務があります（次ページ）
 事業者は、職務を実施できる権限を化学物質管理者に付与します
 １４日以内に選任する必要があります
 選任される者に、資格が必要な場合があります
製造する事業場 厚生労働省で定める講習の修了者
上記以外の事業場 資格なし（講習を受けることが望ましい）

 氏名を関係労働者に周知する必要があります
→見やすい場所に掲示することや、腕章を付ける等

リスクアセスメント対象物を、製造 又は 取り扱う 場合

化学物質管理者を選任して事業に関わる
化学物質の自主的管理を行います。
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化学物質管理者の職務

1. 法第57条第１項の規定による表示、同条第２項の規定による文書及び法第57条の
２第１項の規定による通知に関すること

2. リスクアセスメントの実施に関すること

3. 第577条の２第１項及び第２項の措置その他法第57条の３第２項の措置の内容及
びその実施に関すること

4. リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関するこ
と

5. 第34条の２の８第１項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成
及び保存並びにその周知に関すること

6. 第577条の２第12項の規定による記録の保存並びにその周知に関すること

7. 第１号から第４号までの事項の管理を実施するに当たっての労働者に対する必要な
教育に関すること
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化学物質管理者の職務

1. 法第57条第１項の規定による表示、同条第２項の規定による文書及び法第57条の２第１項の規定による通知

に関すること

2. リスクアセスメントの実施に関すること

3. 第577条の２第１項及び第２項の措置その他法第57条の３第２項の措置の内容及びその実施に関すること

4. リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること

5. 第34条の２の８第１項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に

関すること

6. 第577条の２第12項の規定による記録の保存並びにその周知に関すること

7. 第１号から第４号までの事項の管理を実施するに当たっての労働者に対する必要な教育に関すること

→ラベル表示や安全データシート（ＳＤＳ）の通知のこと

→リスクアセスメントにより検討したばく露低減措置等

→①リスクアセスメント対象物の名称 ②業務内容 ③結果 ④措置内容

→①ばく露低減措置の状況 ②ばく露状況 ③氏名、業務概要等 ④意見聴取の状況

がん原生物質の場合に必要
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化学物質管理者の講習について

時
間科目形

式

2.5化学物質の危険性及び有害性並
びに表示等

講
義

3化学物質の危険性又は有害性等
の調査

2
化学物質の危険性又は有害性等
の調査の
結果に基づく措置等その他必要
な記録等

0.5化学物質を原因とする災害発生
時の対応

1関係法令

3
化学物質の危険性又は有害性等
の調査及びその結果に基づく措
置等

実
習

時
間科目形

式

1.5化学物質の危険性及び有害性並
びに表示等

講
義

2化学物質の危険性又は有害性等
の調査

1.5
化学物質の危険性又は有害性等
の調査の
結果に基づく措置等その他必要
な記録等

0.5化学物質を原因とする災害発生
時の対応

0.5関係法令

リスクアセスメント対象物を製造する事業場 左以外の事業場
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新たに施行された化学物質対策について

ば
く
露
管
理
へ

作
業
環
境
管
理
の
み
で
な
く
、
呼
吸
用
保
護
具

等
を
併
用
し
て
、
ば
く
露
を
低
減
す
る
。

労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに
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●体制（指針記の４）
化学物質管理者の選任や安全衛生委員会の審議事項、労働者の意見聴取をどのように行うか、など

●時期（安衛則第34条の２の７第１項、指針記の５）
①リスクアセスメント対象物に係る新規作業を開始するとき
②リスクアセスメント対象物に係る作業手順を変更するとき
③リスクアセスメント対象物の有害性等に変化が生じたとき

●事前準備（指針記の７）
ＳＤＳや作業手順、災害事例、過去のリスクアセスメント結果を収集

●リスクアセスメント（指針記の８、９、１０）
①危険性または有害性の特定（安衛法第57条の３第１項）
②リスクの見積り（安衛則第34条の２の７第２項）
③リスク低減措置の検討（安衛法第57条の３第１項）

●リスク低減措置の実施（安衛法第57条の３第２項、指針記の10）
●リスクアセスメント結果の周知や記録の保存（安衛則第34条の２の８）
下記事項を関係労働者に周知し、記録を次のリスクアセスメント（リスクアセスメントを行った日

から起算して３年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行ったときは、
３年間）まで保存する
①リスクアセスメント対象物の名称 ②業務内容
③リスクアセスメントの結果 ④リスク低減措置の内容

化学物質のリスクアセスメントについて

「化学物質等による危険性
又は有害性等の調査等に関する指針」
（改正令和５年４月27日公示第４号）
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化学物質のリスクアセスメントについて

スクリーニング支援ツール
（爆発、火炎等）

ＣＲＥＡＴＥ－ＳＩＭＰＬＥ
（クリエイトシンプル）

安衛研手法

その他のツール

●リスクアセスメントのツール

化学プラントにかかるセーフ
ティ・アセスメントについて

ＪＩＳＨＡ方式 リスクアセスメント・
ガイドライン

●リスクアセスメントの手法

※中災防の書籍
「化学物質によ
る爆発・火災を

防ぐ」

業種別・作業別
マニュアル

職場のあんぜんサイト▲ 職場のあんぜんサイト▲ 職場のあんぜんサイト▲厚生労働省HP▲

労働安全衛生総合研究所▲ 厚生労働省HP▲ 高圧ガス保安協会▲
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クリエイトシンプルの使い方

【事前準備】事業場内で取り扱っている化学物質をリストアップ
→作業内容、ラベルやSDSの有無、法規制状況、有害性情報等についても確認しましょう。

【STEP1】リスクアセスメント対象作業・製品の基本情報を入力
→同じ作業条件において、複数の化学物質を取り扱う場合、該当する物質を一斉に評価することができます。

【STEP2】化学物質の成分に関する情報を入力
→SDSを用いて、含有率・ばく露限界値等の情報を入力しましょう。

【STEP3】化学物質の使用状況、作業条件を入力
→15個の質問に答えましょう（質問に対する判断基準はマニュアルを参照してください。）。

【STEP4】リスクの判定
→２～４の情報をもとに、現状のリスク判定が行われます。

【STEP5】リスク低減措置の内容検討支援
→上記４の作業条件等を見直すことでリスクの再見積りを行います。
リスク再見積りの結果と、使用可能な化学防護手袋の選定候補が表示されます。

クリエイトシンプルを活用して、労働者の健康障害を防止しましょう。

ＣＲＥＡＴＥ－ＳＩＭＰＬＥ

（クリエイトシンプル）
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吸入
（8時間）

吸入
（短時間）

経皮吸収 合計
（吸入＋経
皮）

危険性
（爆発・火災
等）

有害性 危険性（爆発・火災等）

Ⅱ-A Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ 濃度基準値設定物質の長時間（8時間）ばく露の評価結果
は良好です。換気、機器や器具、作業手順などの管理に努め

 ましょう。
濃度基準値設定物質の短時間の評価結果は良好です。換

 気、機器や器具、作業手順などの管理に努めましょう。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルに従い、適切な皮
膚障害等防止用保護具を着用しましょう。

引火するおそれがあるため、着火源の除去、爆発性雰囲気の
形成防止対策の管理を引き続き実施しましょう。

外付け式の制御風速は、0.8 m/s  ●CAS RN: 98-00-0    物質名: フルフリルアルコール
    ニトリルゴム (0.3 mm): △, ニトリルゴム (0.45 mm): △, ブチルゴム (0.35 mm): ◎, ク
ロロプレンゴム (0.18 mm): △, ポリビニルアルコール（PVA）: ◎, フッ素ゴム/ブチルゴム (0.3
mm): ◎, クロロプレン/天然ゴム (0.68 mm): ○, ニトリル/ネオプレンゴム (0.2 mm): △, ポリ
塩化ビニル/ニトリルゴム: △, 多層フィルム（LLDPE） (0.062 mm): ◎, その他多層/複層フィ

 ルム: ◎
 

 ●CAS RN: 98-01-1    物質名: フルフラール
    ニトリルゴム (0.45 mm): △, ブチルゴム (0.35 mm): ◎, ポリビニルアルコール（PVA）:
◎, フッ素ゴム/ブチルゴム (0.3 mm): ◎, クロロプレン/天然ゴム (0.68 mm): △, ポリ塩化ビニ
ル/ニトリルゴム: △, 多層フィルム（LLDPE） (0.062 mm): ◎, 多層フィルム（EVOH）

 (0.06 mm): ◎, その他多層/複層フィルム: ◎
 

Ⅱ-A Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ 濃度基準値設定物質の長時間（8時間）ばく露の評価結果
は良好です。換気、機器や器具、作業手順などの管理に努め

 ましょう。
濃度基準値設定物質の短時間の評価結果は良好です。換

 気、機器や器具、作業手順などの管理に努めましょう。
皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルに従い、適切な皮
膚障害等防止用保護具を着用しましょう。

引火するおそれがあるため、着火源の除去、爆発性雰囲気の
形成防止対策の管理を引き続き実施しましょう。

外付け式の制御風速は、0.8 m/s  ●CAS RN: 98-00-0    物質名: フルフリルアルコール
    ニトリルゴム (0.3 mm): △, ニトリルゴム (0.45 mm): △, ブチルゴム (0.35 mm): ◎, ク
ロロプレンゴム (0.18 mm): △, ポリビニルアルコール（PVA）: ◎, フッ素ゴム/ブチルゴム (0.3
mm): ◎, クロロプレン/天然ゴム (0.68 mm): ○, ニトリル/ネオプレンゴム (0.2 mm): △, ポリ
塩化ビニル/ニトリルゴム: △, 多層フィルム（LLDPE） (0.062 mm): ◎, その他多層/複層フィ

 ルム: ◎
 

 ●CAS RN: 98-01-1    物質名: フルフラール
    ニトリルゴム (0.45 mm): △, ブチルゴム (0.35 mm): ◎, ポリビニルアルコール（PVA）:
◎, フッ素ゴム/ブチルゴム (0.3 mm): ◎, クロロプレン/天然ゴム (0.68 mm): △, ポリ塩化ビニ
ル/ニトリルゴム: △, 多層フィルム（LLDPE） (0.062 mm): ◎, 多層フィルム（EVOH）

 (0.06 mm): ◎, その他多層/複層フィルム: ◎
 

検討したリスク低減措置の内容、実施時期等 備考

対策後

リスクレベル 判定結果
備考
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保護具着用管理責任者の選任

 法令により定められた職務があります
①適切な選択に関すること
②適切な使用に関すること
③保守管理に関すること

 事業者は、職務を実施できる権限を付与します
 １４日以内に選任する必要があります
 選任される者に、知識と経験が必要です
→保護具着用管理責任者講習または、第一種衛生管理者 等

 氏名を関係労働者に周知する必要があります
→見やすい場所に掲示することや、腕章を付ける等

リスクアセスメントの結果、保護具 を使用させる場合

保護具着用管理責任者を選任して事業に関わる
保護具の管理を行います。
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労働安全衛生規則第５７７条の２について

第１項 リスクアセスメント対象物のばく露低減措置について

第２項 濃度基準値が定められている物質のばく露低減措置について

第３項 リスクアセスメント対象物健康診断について

第４項 緊急のリスクアセスメント対象物健康診断について

第５項 健康診断結果の記録の保存について

第６項 医師の意見聴取について

第７項 業務情報の提供について

第８項 医師の意見に基づく適切な措置について

第９項 健康診断結果の通知について

第１０項 労働者の意見を聴く機会について

第１１項 記録の保存及び労働者に対する周知について

第１２項 周知の方法について

ばく露低減措置

健康診断

意見聴取等
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新たに施行された化学物質対策について

ば
く
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理
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、
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る
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労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに

38



ばく露低減措置について（第１項～第２項）

濃度基準値
設定物質

指針
（令和７年10月８日）

●ばく露低減措置（第1項）
リスクアセスメント対象物を取り扱う事業者は、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健

康障害を防止するために、ばく露低減措置（※）を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労
働者が暴露される程度を最小限度にしなければならない。

●濃度基準値が定められている物質のばく露低減措置（第２項）
リスクアセスメント対象物のうち、濃度基準値が定められている物質を屋内作業場で使用する場合は、

労働者がばく露される程度を、濃度基準値以下としなければならない。

（※例）代替物、発散原密閉装置、局所排気装置、作業方法改善、呼吸用保護具 等

濃度基準値以下を確認する方法︓個人ばく露測定、作業環境測定、数理モデル

屋内作業場 かつ 濃度基準値を超えるおそれ

指針に基づく確認測定、ばく露低減措置
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新たに施行された化学物質対策について
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労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに
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リスクアセスメント対象物健康診断について（第３項～第４項）

措置等

●リスクアセスメント対象物健康診断（第３項）
リスクアセスメントの結果、健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された場合に、関

係労働者の意見を聴き、必要があると認められる者について実施する健康診断

例１ １日に５回以上濃度基準値を超えるばく露があったとき
例２ 濃度基準値が設定されていない物質でばく露対策が不十分だったとき
例３ 濃度基準値が設定されていない物質が漏洩し、労働者が大量ばく露したとき
例４ リスクアセスメント対象物による体調不良が発生したとき

●緊急のリスクアセスメント対象物健康診断（第４項）←指針では「第四項健診」と記載されている。
労働者が濃度基準値を超えてばく露したおそれがある場合に速やかに実施する健康診断

例１ 濃度基準値が設定されている物質で、濃度基準値以下
にする、ばく露低減措置の実施が不十分だったとき

例２ 濃度基準値が設定されている物質が漏洩し、労働者が
大量ばく露したとき

ガイドライン
（令和５年10月17日）
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リスクアセスメント対象物健康診断について（第５項～第９項）

●健康診断結果の記録の保存（第５項）
リスクアセスメント対象物に関する健康診断を行ったときは、

リスクアセスメント対象物健康診断個人票（安衛則様式第24号の
２）を作成し、５年間保存しなければならない。
健康診断の対象となる物質ががん原生物質である場合は、リス

クアセスメント対象物健康診断個人票を、３０年間保存しなけれ
ばならない。

様式第24号の２ がん原生物質

●医師等の意見聴取（第６項）※医師等＝医師又は歯科医師
異常の所見があると診断された労働者の健康診断結果について、健康診断実施日から３か月以内に医

師等の意見を聴取し、その意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載しなければならない。
なお、意見聴取に必要な情報を医師等から求められた場合は、速やかに提供する（第７項）

●医師の意見に基づく適切な措置（第８項）
医師等の意見を勘案し、必要と認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、作業環境測定の実施、施設又は設備の
設置や整備、安全衛生委員会に医師等の意見を報告すること 等

●健康診断結果の通知（第９項）
労働者に遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。
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新たに施行された化学物質対策について
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労働者の意見聴取
● ばく露の低減措置、RA対象物健康診断結果に基づく措置等について、労働者の意見を聴く機会を設ける。
● 講じた措置の概要については掲示・書面交付等により、労働者に周知する。

作業の記録
● 講じた措置の概要、ばく露の状況、がん原生物質取扱いの作業歴等の記録を作成し、保存する。

ばく露の低減ばく露の低減
リスクアセスメント結果に基づき、次の
措置等を講じ、ばく露の程度を低減する。
①代替物の使用
②密閉設備、局所排気装置、
全体換気装置の設置・稼働

③作業の方法の改善
④有効な呼吸用保護具の使用

リスクアセスメントの実施リスクアセスメントの実施

リスクアセスメント対象物（674物質→903物質→2,316物質）

ばく露の濃度を基準以下とする濃度基準値設定物質
ばく露の濃度を最小限度にする濃度基準値未設定の物質

リスクアセスメント対象物健康診断リスクアセスメント対象物健康診断

●医師・歯科医師が必要と認める
項目について健康診断を行い、
事後措置等を行う。

① リスクアセスメント結果に基づき労働者の
意見を聴き、必要があると認めるとき

② 濃度基準を超えてばく露したおそれがある
とき、速やかに
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労働者の意見聴取等について（第10項～第12項）

●労働者の意見を聴く機会（第10項）
ばく露低減措置等の講じた措置について、関係労働者に意見を聴く機会を設けなければならない。

第１項 リスクアセスメント対象物のばく露低減措置
第２項 濃度基準値以下にするために講じた措置
第８項 医師等の意見よりその必要があると認めるときに講じた措置

●記録の保存及び労働者に対する周知（第11項）
法律に定める事項について、１年を超えない期間ごとに１回、定期に、記録を作成し、法令に定める

期間保存するとともに、関係労働者に対して周知しなければならない。

リスクアセスメント対象物
保存期間︓３年
①ばく露低減措置等（周知）
②ばく露状況
③関係労働者の意見状況（周知）

がん原生物質
保存期間︓３年（②③は３０年間）
①ばく露低減措置等（周知）
②ばく露状況
③労働者氏名、作業概要、従事期間、
汚染発生の概要、応急措置

④関係労働者の意見状況（周知）
●周知の方法（第12項）
法律に定める方法により周知しなければならない。
→掲示、書面交付、パソコン等

物質によって記録事項や保存期間が異なります。
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皮膚等障害化学物質について

化学物質による労働災
害防止のための新たな

規制について
皮膚等障害化学物質

●皮膚等障害の予防について
皮膚等障害化学物質を使用する場合、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護

具を使用させなければならない（安衛則第594条の２）
皮膚等障害化学物質と「健康障害を生ずる恐れがないことが明らかな化学物質」以外の化学物質を使

用する場合、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めな
ければならない（安衛則第594条の３）

皮膚等障害化学物質︓皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質
皮膚刺激性有害物質︓皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質
皮膚吸収性有害物質︓皮膚から吸収され、皮膚に侵入して健康障害を生ずることが明らかな化学物質等

●保護手袋の注意点

保護手袋の使用時間は、化学物質の作業時間と同
じものではありません。使用を開始してから時間が
経過するとともに化学物質が保護手袋に浸透してい
くため、使用時間が経過した保護手袋は使用しては
いけません。
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その他の改正について

●リスクアセスメント対象物を別の容器に入れる場合の措置について（安衛則第３３条の２）
リスクアセスメント対象物を包装又は容器に入れて保管する場合は、名称及び人体に及ぼす作用をそ

の容器等に表示等して、当該物を取り扱う者に明示しなければならない。

容器や包装に表示すること以外にも、名称及び人体に及ぼす作用を文書にして交付すること、使用する場所にその
旨を掲示すること、使用する場所に必要事項記載した一覧表を備え付ける 等

●がん等の遅発性疾病の強化について（安衛則第97条の２）
化学物質を製造又は取り扱う業務を行う事業場で、１年以内に２人以上の労働者が同種のがんに罹患

したことを把握した時は、その業務起因性について、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
医師の意見により、がんの罹患が業務に起因するものと疑われると判断されたときは、遅滞なく、法

律に定める事項について、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

〈法律に定める事項〉
①がんに罹患した労働者が従事した業務において、製造し、又は取り扱った化学物質の名称
②がんに罹患した労働者が、従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
③がんに罹患した労働者の年齢及び性別
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● その他法令改正等について



第14次労働災害防止計画（帯広）
 令和６年は死亡災害（目標５人＜６人）、死傷災害（目標467人＜528人）とも達成できず。

 令和６年の死亡災害は全道ワースト２。

 新たな取組「とかち労基通信」をHP上で発行。身近な会社の取組を紹介し、関心を高める。

帯広労働基準監督署のとかち労基通信
掲載ページはこちらです。

帯広労働基準監督署HP
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 熱中症令和７年６月１日から職場における熱中症対策が強化されました。

とかち労基通信（熱中症）

帯広労働基準監督署の
とかち労基通信

掲載ページはこちらです。

帯広労働基準監督署HP
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とかち労基通信（メンタルヘルス）

帯広労働基準監督署の
とかち労基通信

掲載ページはこちらです。

帯広労働基準監督署HP

 50人未満の事業場においてストレスチェック制度が義務化されます。（３年以内）
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転倒災害防止対策
 冬季以外も靴底に泥がついたり、濡れた床などで転倒災害が発生。移動するときは慎重に。

 通路の整理整頓、床面の凹凸をなくす、足元の突起に目立つようなテープを貼るなど工夫を。

職場のあんぜんサイト内の
「STOP！転倒災害プロジェクト」では、
転倒災害の防止に関するリーフレット、
チェックリストなどを掲載しています。

「STOP！転倒災害プロジェクト」 HP
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陸上貨物の荷主、配送先、元請事業者について
 荷主、配送先等については、自動車運転者の荷役作業時の「安全確保の徹底」についてご配慮、ご
協力をお願いします。

 荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく荷主等との安全衛生協議組織の設置にもご配慮を。

52



最近の法令改正（石綿による健康障害防止対策）
 令和８年１月１日以降着工の工事から石綿含有の把握を確実にするため、工作物の石綿事前
調査には資格の取得が必要になります。

 計画的に工作物石綿事前調査者講習の受講をしましょう。

事業者や作業従事者だけでなく、
一般の方にも知っていただきたい
情報を掲載しています。

石綿総合情報ポータルサイト
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ご清聴ありがとうございました。


